開発行為に関する同意の一覧表

（あて先）佐倉市長 

申請者　住所　
氏名　
（法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名）

都市計画法第32条の規定に基づき下記のとおり同意を得ました。 

1. 公共施設の管理者 
	種 類
	管 理 者
	同 意 年 月 日
	摘 要

	給水施設（上水道） 
	
	　　　年　 月 　日
	

	排水施設（下水道） 
	
	　　　年　 月 　日
	

	消防水利施設 
	
	　　　年　 月 　日
	

	道路 
	
	　　　年　 月 　日
	

	水路 
	
	　　　年　 月 　日
	

	
	
	　　　年　 月 　日
	

	
	
	　　　年　 月 　日
	

	※教育施設 
	
	　　　年　 月 　日
	

	※電気施設 
	
	　　　年　 月 　日
	

	※ガス施設 
	
	　　　年　 月 　日
	

	※輸送施設 
	
	　　　年　 月 　日
	


備考
１　※印の施設の同意は、20ha未満の開発の場合は不要。
２　なお、佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例第13条第1項の規定による協議書の締結をもって、本市所管の公共施設に係る法第32条第1項に規定する公共施設の管理者の同意があったものとみなす。
３　ただし、国、県その他本市以外の者が管理する公共施設については、この限りでなく、開発許可申請前までに当該管理者の同意を得るものとする。
４　当該同意は、道路法、河川法、下水道法、水道法その他関係法令に基づく許可、承認、占用その他の手続を不要とするものではない。
５　計画又は設計に変更が生じた場合は、必要に応じ再協議を要する。

2. 新たに設置される公共施設 
	種 類
	番 号
	概 要
	同 意 年 月 日
	管 理 者
	用地の帰属
	摘 要

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	



3. 法第40条第1項の規定が適用される従前の公共施設
	種 類
	番 号
	概 要
	同 意 年 月 日
	管 理 者
	用地の帰属
	摘 要

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	


備考
１　一つの公共施設用地が二つ以上の者に帰属することとなる場合は、摘要欄にその旨を記載し、その帰属の状態を図面に明示すること。
２　概要欄には、広場、公園、緑地及び消防の用に供する貯水施設については、面積のみを記載してください。また、上･下水道管渠については、寸法及び延長のみを記載すること。


記　載　例
開発行為に関する同意の一覧表

（あて先）佐倉市長 

申請者　住所　●●市●●字●●●番●
氏名　●●　●●　
（法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名）

都市計画法第32条の規定に基づき下記のとおり同意を得ました。 

1. 公共施設の管理者 
	[bookmark: _Hlk227661468]種 類
	管 理 者
	同 意 年 月 日
	摘 要

	給水施設（上水道） 
	水道課
	令和8年3月5日
	既設配水管から分岐接続

	排水施設（下水道） 
	下水道課
	令和8年3月6日
	公共下水道へ接続

	消防水利施設 
	危機管理課
	令和8年3月7日
	消火栓・防火水槽協議

	道路 
	道路建設課
	令和8年3月10日
	道路側溝へ接続・接続道路・帰属道路

	水路 
	治水課
	令和8年3月10日
	既設水路への放流協議

	※教育施設 
	佐倉市教育委員会　教育部　学務課
	令和8年3月12日
	都市計画法施行令第23条第1号に基づく協議

	※電気施設 
	東京電力パワーグリッド株式会社
	令和8年3月13日
	一般送配電事業者との協議

	※ガス施設 
	東京ガスネットワーク株式会社
	令和8年3月14日
	東京ガスネットワーク供給区域内の例

	※輸送施設 
	東日本旅客鉄道株式会社、京成電鉄株式会社
	令和8年3月14日
	JR佐倉駅・京成佐倉駅に関係する例


備考
１　※印の施設の同意は、20ha未満の開発の場合は不要。
２　なお、佐倉市開発事業の手続及び基準に関する条例第13条第1項の規定による協議書の締結をもって、本市所管の公共施設に係る法第32条第1項に規定する公共施設の管理者の同意があったものとみなす。
３　ただし、国、県その他本市以外の者が管理する公共施設については、この限りでなく、開発許可申請前までに当該管理者の同意を得るものとする。
４　当該同意は、道路法、河川法、下水道法、水道法その他関係法令に基づく許可、承認、占用その他の手続を不要とするものではない。
５　計画又は設計に変更が生じた場合は、必要に応じ再協議を要する。

2. 新たに設置される公共施設 
	種 類
	番号
	概 要
	同 意 年 月 日
	管 理 者
	用地の帰属
	摘 要

	道路
	1
	開発道路　幅員6.0m　延長320.5m
	令和8年3月18日
	佐倉市
	佐倉市
	完了公告後、市へ帰属

	道路
	2
	歩道状空地　幅員2.0m　延長145.0m
	令和8年3月18日
	佐倉市
	佐倉市
	接続道路に附帯

	公園
	1
	街区公園　3,200㎡
	令和8年3月19日
	佐倉市
	佐倉市
	遊具・植栽を含む

	緑地
	1
	緑地　1,250㎡
	令和8年3月19日
	佐倉市
	佐倉市
	法面緑化を含む

	広場
	1
	防災広場　850㎡
	令和8年3月19日
	佐倉市
	佐倉市
	一時避難空地

	排水施設（雨水）
	1
	雨水管　φ600　延長410.0m
	令和8年3月20日
	佐倉市
	佐倉市
	調整池経由で放流

	排水施設（汚水）
	2
	汚水管　φ200　延長385.0m
	令和8年3月20日
	佐倉市
	佐倉市
	公共下水道へ接続

	給水施設
	1
	配水管　φ150　延長360.0m
	令和8年3月21日
	佐倉市
	佐倉市
	区画内給水用

	消防水利施設
	1
	防火水槽　40㎥
	令和8年3月21日
	佐倉市
	佐倉市
	消防協議済み



3. 法第40条第1項の規定が適用される従前の公共施設
	種 類
	番号
	概 要
	同 意 年 月 日
	管 理 者
	用地の帰属
	摘 要

	道路
	A
	既存市道　幅員4.0m　延長68.0m
	令和8年3月18日
	佐倉市
	申請者
	法第40条第1項により新設道路1へ代替

	水路
	B
	既設水路　幅1.20m　延長55.0m
	令和8年3月20日
	佐倉市
	申請者
	法第40条第1項により新設排水施設1へ代替

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	

	
	
	
	　　　年　 月 　日
	
	
	


備考
１　一つの公共施設用地が二つ以上の者に帰属することとなる場合は、摘要欄にその旨を記載し、その帰属の状態を図面に明示すること。
２　概要欄には、広場、公園、緑地及び消防の用に供する貯水施設については、面積のみを記載してください。また、上･下水道管渠については、寸法及び延長のみを記載すること。

